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1 はじめに 

藤巻（2012）が行った日本人の納税者意識に関するアンケート調査では，「『子供た

ちに，税金の意義や役割について，義務教育の段階から，もっと時間をかけて教えるべ

きだ』という意見について，どう思いますか。（回答は一つ）」と尋ねている。回答は

4 択で，結果は，①そう思う（76.1％），②そうは思わない（7.0％），③現状のままで

よい（15.3％），④その他（1.6％）であった（1）。ここから，義務教育の段階から税金

の意義や役割についてより積極的に教えることを支持する人は，アンケート回答者の 4

分の 3 を占めていることがわかる。それでは，義務教育段階から，税金の意義や役割に

ついて，何をどのように教えればいいのだろうか。 

谷口（2016）は，「ただ，租税教育も『教育』である以上，決して欠かすことのでき

ない問いは，『なぜ私たちは税金を払わなければならないのでしょうか？』という問い

であり，この問いこそが，租税教育の『体系』の根幹に位置づけられるべき本質的な問

いであると考えられる。」と述べている（2）。 

谷口（2016）は，「なぜ私たちは税金を払わなければならないのか」という問いに対

し，自由主義を基本理念とする憲法の下では，租税は「自由の対価」とする自由主義的

租税観を提示している（3）。これは，「納税の義務」を私有財産制の保障の「対価」とみ

ていると解することで，個人の経済的自由を保障しているとする考え方である。私有財

産が認められず，稼いだお金や所有している土地や財産はすべて国家に管理され，国家

から国民に分配されるとしたら，そもそも国民は税金を払う必要はない。税金を払う必

要があるのは，私たち国民に，財産権（日本国憲法第 29 条）が保障されているから，国

や地方公共団体を運営する資金を税金でまかなう必要が生じるのである。さらに，この

自由の尊重は，憲法 13 条「すべて国民は，個人として尊重される。生命，自由及び幸福

追求に対する国民の権利については，公共の福祉に反しない限り，立法その他の国政の

上で，最大の尊重を必要とする」という基本的人権の尊重にたどり着く。ここから，谷

口（2016）は，租税教育は，自由（人権）教育であると主張する（4）。つまり，私たち国

民は，個人として尊重され，自由や幸福を追求する権利を得ているからこそ，その対価

として税金を払う必要があるという考え方である。 

日本国憲法における税の規定は，第 30 条【納税の義務】と第 84 条【課税の要件】で

ある。第 84 条には，「あらたに租税を課し，又は現行の租税を変更するには，法律又は

法律の定める条件によることを必要とする」とあり，これを租税法律主義という。私た

ち国民は，主権者として選挙によって代表者を選ぶ。その代表者が税制について議論し，
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議論を尽くした上で法律に定め，課税をする。何に，どれだけ，いつからいつまで課税

するかを決めるのは，私たち国民が選んだ代表者である。誰かが勝手に税の種類を定め

たり，税率を決めたりすることはできない。さらに，私たち国民は，法律で定められた

税金を正しく納める義務を負うだけでなく，納めた税金が，私たちの社会のために正し

く使われているかチェックする権利を有する。だからこそ，主権者として納税に向き合

う機会や意見を出し合う場が制度として保障され，機能する必要がある。 

税金を納めることを権利として明記したのは，1789 年フランス革命初期に憲法制定国

民会議で可決された「人および市民の権利の宣言」（フランス人権宣言）である。その

第 14 条には，「すべての市民は，自身であるいは代表者を通じて，公的分担金の必要性

を確認し，それに自由に同意し，その使途を見守り，かつ，その分担割合，標準，取り

立て，および存続期間につき決定する権利を有する」とある。ここでいう「公的分担金」

が税金である。フランス人権宣言では，税金を納める必要性を確認した上で，それに同

意するかどうかの自由が認められていた。また，「すべての市民」は，税金の使い道に

ついて見守り，税金の分担割合や標準（税額決定の基準となる数値），取り立て方法，

課税期間を決定する権利があるとした。ただし，当時のフランス市民は，市民権を有す

る白人の男性に限定されており，女性や有色人種，奴隷は含まれていなかった。 

権利としての税金を意識して考えるためには，一方的に押し付けられた税負担という

側面だけではなく，議会を作り，議論を重ね，法律に基づいて課税される仕組みを作っ

てきた権利としての側面も合わせて学習する必要がある。そこで，中学校社会科歴史分

野において近代市民革命の歴史を取り上げ，当時の人々の税意識に着目した授業を構想

し，実践した。 

 

2 中学校社会科歴史的分野における租税教育の授業実践 

（1）問題の所在 

 少子・高齢化やグローバル化の急速な進展に伴い，日本の財政状況が悪化している中で，

今後の「租税」のあり方が国民一人一人にとって避けて通ることのできない重要な課題と

なっている。「国民」には，次代を担う生徒も含まれるが，現行の『中学校学習指導要領』

（2008）では「租税」に関する学習は，社会科公民的分野の「内容（2）私たちと経済 イ

国民の生活と政府の役割」の中で「租税の意義と役割について考えさせるとともに，国民

の納税の義務について理解させる。」と示されているに過ぎない（5）。そして，その内容

の取扱いについて『中学校学習指導要領解説社会編』（2008）では，「租税の大まかな仕

組みやその特徴にも触れ，国民生活に大きな影響力をもつ財政を支える租税の意義や税制

度の在り方について考えさせる」，「『国民の納税の義務』については，国民が納税の義

務を果たすことの大切さを理解させるとともに，税の負担者として租税の使いみちなどに

ついて理解と関心を深めさせるなど納税者としての自覚を養うことが重要」（6）と示して

はいるが，「なぜ，国民が租税を負担するのか。」（7）といった「租税の本質」に迫る歴

史的考察（8）の重要性については触れられていない。 

また，租税教育に関係する最近の主な動向としては，2015 年 6 月 17 日に公職選挙法等

改正法が成立（2016 年 6 月 19 日施行）し，選挙権年齢の満 18 歳以上への引下げが決定さ

れた。それを踏まえて，中央教育審議会初等中等教育分科会は「高校生に対する政治への
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参加意識を高めるための指導の充実等や，高校生の政治的活動に係る考え方の整理等の対

応が必要」（9）と指摘し，同審議会教育課程企画特別部会は学習指導要領の改訂に向けた

「論点整理」の中で「高等学校を卒業する段階で身に付けておくべき力は何かを明確に示

すことが求められて」（10）おり，高等学校の公民科に「主体的な社会参画に必要な力を，

人間としての在り方生き方の考察と関わらせながら実践的に育む科目『公共（仮称）』の

設置を検討する」（11）とした。しかし，国家・社会の形成者として「主体的な社会参画に

必要な力」の育成は，高等学校の公民科における模擬投票等の学習活動を通してのみ実現

される訳ではない。その基礎・基本の資質・能力の育成において，小・中学校での国民の

経済活動に関する学習，特に「租税の本質」を考察することができる歴史的分野の学習が

果たすべき役割は大きい。 

 本実践では，市民革命という歴史的事象を一つの契機として租税負担に対する人々の意

識が変化したことに着目し，今後の我が国における税制改革で重要な視点を考察する学習

活動に取り組むことで，主体的な社会参画に必要な基礎・基本の資質・能力を高めていき

たいと考える。 

 

（2）実践の概要 

1） 単元   近代世界の確立とアジア ([歴史的分野]内容(5)近代の日本と世界 ア) 

 

2） 単元について 

今日の日本では，少子・高齢化やグローバル化の進展に伴い，社会保障の受益と負担

のあり方，社会保障の充実・安定化と財政健全化の両立等が財政をめぐる重要な課題と

なっている（12）。安定した財政状況にするためには，経済・社会の構造変化に適した税

制改革が不可欠である。 

本単元では，日本が明治維新によって近代国家を築くに至った歴史的背景として，欧

米諸国が市民革命や産業革命によって近代社会を成立さて，アジアへと進出していった

歴史的経緯を学習する。そして，本単元のまとめ学習において，市民革命を契機として

租税負担に対する人々の意識が変化したことに着目し，今後の日本における税制改革で

重要な視点を考察する学習活動に取り組むことで，主体的な社会参画に必要な基礎・基

本の資質・能力を高める。 

 

3） 目標 

欧米諸国が，市民革命や産業革命により近代社会を成立させ，新たな市場や原料の供

給地を求めてアジアへ進出したことを理解できるようにする。また，文献や絵図，地図

などの資料を活用して，市民革命が起こった背景や産業革命がもたらした影響について

多面的・多角的に考察し，公正に判断するとともに適切に表現できるようにする。 

 

4） 評価規準 

○ 市民革命や産業革命を経た欧米諸国のアジア進出について関心を高め，意欲的に追

究しようとしている。                   （関心・態度・意欲） 
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○ 市民革命が起こった背景や産業革命がもたらした影響について多面的・多角的に考

察している。                       （思考・判断・表現） 

○ 議会政治の始まりや産業革命によって資本主義社会が成立したこと，それにともな

うアジアへの影響について，様々な資料を活用して図表にまとめている。  （技能） 

○ 欧米諸国が，市民革命や産業革命により近代社会を成立させ，新たな市場や原料の

供給地を求めてアジアに進出したことを理解している。       （知識・理解） 

 

5） 指導計画と評価計画 (６時間完了) 

関関心・意欲・態度，思思考・判断・表現，技技能，知知識・理解 

指導計画 評価計画 

学習内容 
時

数 

観

点 
評価基準と評価方法 

１ 王は君臨すれ

ども統治せず １ 関 

イギリスやフランスの絶対王政への関心を高め，なぜイギリ

スで革命があい次いで起こったのかを意欲的に追究しよう

としている。          【発言内容・記述分析】 

２ 代表なくして

課税なし １ 思 

13 植民地の人々がイギリス本国に対して求めた権利につい

て，アメリカの独立戦争の経緯や独立宣言から多角的に考察

し，説明している。     【話し合いの様子・発言内容】 

３ 「世界の工場」

の光とかげ 
１ 技 

産業革命前後の工業の変化や，資本主義と社会主義の経済の

しくみの違いについて図表にまとめている。  【記述分析】 

４ 強大な国家を

目ざして 
１ 技 

独立後のアメリカの発展や欧米列強のそれぞれの成立の過

程について，資料をもとに図表にまとめている。【記述分析】 

５ 国をゆるがす

綿とアヘン １ 知 

産業革命が進展するなかで，新たな市場や原料，植民地を求

めてアジアに進出したイギリスなどのヨーロッパ諸国の動

きについて理解している。          【記述分析】 

６ 市民革命から

租税負担を考えて

みよう 

１ 

本

時 

思 

市民革命によって租税負担に対する人々の意識が変化した

ことを踏まえ，今後の我が国における税制改革で重要な視点

を考察し，説明している。 

【話し合いの様子・発言内容・記述分析】 

 

6） 本時の指導 

（1）目標 

市民革命によって租税負担に対する人々の意識が変化したことを踏まえ，今後の日

本における税制改革で重要な視点を考察し，その成果を自分の言葉で表現することが

できるようにする。 
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（2）指導過程 

時配 学習活動時配 指導上の留意点 

3 分 

 

 

7 分 

 

 

10 分 

 

 

 

10 分 

 

 

10 分 

 

 

 

 

5 分 

 

１ 本時の学習課題を確認す

る。 

 

２ 現在の租税負担に対する意

識を確認する。 

 

３ 既習の市民革命について，

それぞれの発端を振り返る。 

 

 

４ 市民革命の前後における租

税負担への意識の違いを比較

する。 

 

５ 今後の日本における税制改

革で重要な視点を考察する。 

 

 

 

６ 本時の振り返りをする。 

 

○ 租税負担について，市民革命による意識の変化

を確認し，今後の日本における税制改革で重要な

視点を考察することを確認させる。 

○ 租税法律主義を前提にしながらも，租税負担に

対する意識を肯定的・中立的・否定的の中から選

択し，その理由を考察させる。 

○ イギリス革命，アメリカ独立革命，フランス革

命のいずれもが，戦争によって財政難になった国

王が市民に対して新たな課税を要求したことが

発端であることを確認させる。 

○ 王権神授説に基づく絶対王政の時代と社会契

約説に基づく議会政治の時代の租税負担に対す

る意識の違いをそれぞれの理由とともに考察し，

比較させる。 

○ 個人での考察にとどまらず，周囲の人との話し

合いでお互いの意見を交換させたり，他人の意見

を参考にして考えを深めさせたりする。 

○ 本時の学習を通して租税の使途に対する関心

に変化があったかについても確認させる。 

○ 振り返りシートを使って，学習課題への取り組

みについて自己評価をさせる。 

 

7）生徒による自己評価結果（Ｈとてもできた・できた，Ｌあまりできなかった・できな

かった） 

①   租税負担について関心を高めることができたか。 

  Ｈ 32 人（94.1％）    Ｌ 2 人（5.9％） 

②   戦争による新たな課税が市民革命の発端になったことを理解することができたか。 

  Ｈ 31 人（91.2％）    Ｌ 2 人（8.8％） 

③   市民革命の前後における租税負担への意識の違いを比較することができたか。 

  Ｈ 32 人（94.1％）    Ｌ 2 人（5.9％） 

④   今後の我が国における税制改革で重要な視点を考察することができたか。 

  Ｈ 31 人（91.2％）    Ｌ 3 人（8.8％） 

⑤   周囲の人との話し合いでお互いの意見を交換したり，他人の意見を参考にして考え

を深めたりすることができたか。 

  Ｈ 30 人（88.2％）    Ｌ 4 人（11.8％） 
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8）ワークシート 
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（3）実践の成果と課題 

 本実践では，生徒の租税に関する意識を確認するために，次の三点について調査を行っ

た。表 1 は，租税負担に対する意識を学習の前後で比較し，その変化をまとめた。 

（表 1）租税負担に対する意識 

 肯定的 中立的 否定的 

学習前 14 人（41.2％） 11 人（32.4％） 9 人（26.5％） 

学習後 26 人（76.5％） 4 人（11.8％） 4 人（11.8％） 

増 減 12 人（35.3％） ▲7 人（▲20.6％） ▲5 人（14.7％） 

 表 2 は，「今後の我が国における税制改革で重要な視点」について，それぞれの選択数

（のべ人数）と主な理由をまとめたものである。事前に，トレード・オフの関係について

解説して複数選択を可能にした結果，34 名の参加生徒のうち 27 名（79.4％）の生徒が「公

平」性が重要であると選択した。 

（表 2）今後の我が国における税制改革で重要な視点と主な理由 

 選択数 主な理由 

公 平 27 人 公平でないと不満が出るから。一部の人だけが得をするのは嫌だから。 

中 立 8 人 
消費税(率)が上がると欲しいものが買えなくなるから。企業が海外に移る

から。 

簡 素 13 人 
(納税の)負担が大きいと払いたくなくなるから。税金が正確に集められな

いから。 

 表 3 は，「租税の使途に対する関心」を学習の前後で比較し，その変化をまとめた。 

（表 3）租税の使途に対する関心 

 ある/高まった ない/高まらなかった 

学習前 22 人（64.7％） 12 人（35.3％） 

学習後 31 人（91.2％） 3 人（8.8％） 

増 減 9 人（26.5％） ▲9 人（▲26.5％） 

 また，表 4 は「市民革命の前後の租税負担に対する意識」を推測した選択数をまとめた。 

（表 4）市民革命の前後の租税負担に対する意識 

 肯定的 中立的 否定的 

革命前 5 人（14.7％） 4 人（11.8％） 25 人（73.5％） 

革命後 26 人（76.5％） 5 人（14.7％） 3 人（8.8％） 

表 1 の調査結果では，租税負担に対して「否定的」から「肯定的」へと変化した生徒数

が増えたが，表 3 の調査結果と合わせて分析すると，課税や増税を無条件に受け入れるの

ではなく，租税の使途に対して関心をもつことの重要性に気付いた生徒数も増加している

ことが分かる。また，本時の目標のうち「市民革命によって租税負担に対する人々の意識

が変化したことを踏まえ」ること，「今後の我が国における税制改革で重要な視点を考察」

することについては，表 4 と表 2 の調査結果と授業中の発言やワークシート・振り返りシ

ートへの記述内容の分析から概ね達成できたと考えられる。 

しかし，目標のうち「その成果を自分の言葉で表現することができるようにする」につ

いては，話し合いの様子やワークシート・振り返りシートへの記述内容の分析から「公平・
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中立・簡素」等の言葉の意味理解や話し合い活動の時間確保が不十分であったこと等の理

由で十分な成果を得るには至らなかった生徒が 1 割程度いた。引き続き「租税の本質」に

迫る歴史的事象について考察・判断・表現する学習活動を充実させ，生徒が納税者として

主体的に社会参画していくために必要な資質・能力を高めていく実践を心掛けていきたい。 

 

3 おわりに 

環境経済学者の諸富徹(2013）は，現代の日本人が抱きがちな「税金とはいやいやなが

ら納めるもの」という納税感覚には，主に三つの要因があると指摘する。①明治政府によ

る「上から」の制度輸入として所得税が導入されたこと，②市民自らの手で国家を創出し

たという観念が育たず，国家に必要な財源を自ら進んで担おうという「自発的納税倫理」

が発達しなかったこと，③戦後のシャウプ勧告によって「外から」の税制改革が押し進め

られたことにより，市民が「下から」要求し，税制改革案を政党の検討課題に掲げ，議会

で多数派をとって獲得する経験を持たなかったことである（13）。歴史的に形成されてきた

日本人の税意識は，これまで無意識に，何となく，刷り込まれてきた側面がある。歴史を

学ぶことで，私たちの税意識は「形成されてきたもの」として意識化することができれば，

今後どうすべきか議論する余地が生まれ，新たな税意識を形成することが可能となる。 
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